
　

平
成
26
年
第
３
回
市
議
会
定
例
会

（
９
月
定
例
会
）は
、
去
る
９
月
８
日

（
月
）か
ら
24
日（
水
）ま
で
の
17
日
間

を
会
期
と
し
て
開
か
れ
ま
し
た
。

　

本
定
例
会
で
は
、
市
長
か
ら
報
告

案
件
や
条
例
制
定
議
案
な
ど
46
件
が

提
出
さ
れ
、
議
会
か
ら
は
請
願
２
件
、

継
続
審
査
の
陳
情
１
件
を
含
め
た
陳

情
３
件
、
議
員
案
２
件
が
提
出
さ
れ
、

合
計
53
件
の
審
議
を
行
い
ま
し
た
。

　

主
な
議
案
と
し
て
は
、
大
田
原

市
・
湯
津
上
村
・
黒
羽
町
新
市
建
設

計
画
の
変
更
で
あ
り
、
同
議
案
は
今

後
も
合
併
特
例
債
を
有
効
活
用
し
て

い
く
た
め
、
同
計
画
の
期
間
を
平
成

37
年
ま
で
延
長
す
る
よ
う
計
画
変
更

を
行
う
も
の
で
あ
り
、
採
決
で
は
全

員
異
議
な
く
原
案
の
と
お
り
可
決
さ

れ
ま
し
た
。

　

そ
の
他
に
、
来
年
４
月
か
ら
始
ま

る
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
新
制
度
に

関
連
し
保
育
事
業
等
に
係
る
条
例
制

定
の
議
案
が
３
件
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ

設
備
や
運
営
に
関
す
る
基
準
を
条
例

で
定
め
る
も
の
で
す
。
こ
れ
ら
に
つ

い
て
質
疑
応
答
が
行
わ
れ
、
採
決
で

は
原
案
の
と
お
り
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

　

ま
た
、
９
月
定
例
会
は
前
会
計
年

度
の
歳
入
歳
出
予
算
の
執
行
結
果
の

実
績
に
関
し
審
査
を
行
い
、
認
定
を

行
い
ま
す
。
審
査
は
議
員
全
員
で
構

成
す
る
決
算
審
査
特
別
委
員
会
を
設

置
し
て
、
平
成
25
年
度
一
般
会
計
を

は
じ
め
９
件
の
決
算
に
つ
い
て
審
査

を
行
い
、
最
終
日
の
本
会
議
に
お
い

て
全
て
の
決
算
議
案
が
認
定
さ
れ
ま

し
た
。

　

一
般
質
問
は
３
日
間
で
13
人
の
議

員
が
登
壇
し
、
防
災
や
消
防
団
に
関

す
る
こ
と
な
ど
多
岐
に
わ
た
る
質
問

が
あ
り
ま
し
た
。
一
般
質
問
に
関
す

る
記
事
、
質
問
事
項
一
覧
に
つ
い
て

は
5
ペ
ー
ジ
以
降
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

全
決
算
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案
認
定
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平成26年

第3回

議案番号

平成26年第3回大田原市議会定例会 審議された議案等と結果

議案件名 結 果

平成25年度健全化判断比率及び資金不足比率について（健全化判断比
率は、地方公共団体の財政状況を４つの財政指標を使い判断したもの。
資金不足比率は、公営企業の資金不足額を事業規模に対する比率とし
て判断したもの）

報告受理市長の専決処分事項の報告について（和解について）報告第６号

報告受理市長の専決処分事項の報告について（損害賠償の額の決定及び和解について）報告第７号

報告受理市長の専決処分事項の報告について（損害賠償の額の決定及び和解について）報告第８号

報告受理市長の専決処分事項の報告について（損害賠償の額の決定及び和解について）報告第９号

報告受理市長の専決処分事項の報告について（損害賠償の額の決定及び和解について）報告第 10号

報告受理市長の専決処分事項の報告について（損害賠償の額の決定及び和解について）報告第 11号

報告受理市長の専決処分事項の報告について（損害賠償の額の決定及び和解について）報告第 12号

報告受理市長の専決処分事項の報告について（損害賠償の額の決定及び和解について）報告第 13号

報告受理市長の専決処分事項の報告について（損害賠償の額の決定及び和解について）報告第 14号

報告受理

報告受理

報告受理

市長の専決処分事項の報告について（損害賠償の額の決定及び和解について）報告第 15号

報告第 16号

報告第 17号 市長の専決処分事項の報告について（損害賠償の額の決定及び和解について）

おおたわら市 議会だより 平成 26 年11月1日 （2）


